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ケネディ政権下の税制改革

その背景と政策意図

飯　野　公　央

は　じ　め　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
　これまで６４年所得税減税をケネデ ィ減税と見たすのが通例であ った。これは戦後最大

の減税規模１１０億ドルという総需要拡大策が，乗数過程を通じて投資，消費，ＧＮＰを

拡大させ，そして完全雇用と低いイソフレ 率を実現し，さらに１０６ヵ月に渡る景気拡張

期を達成した中心政策であ ったという判断に基づいていると思われる 。

　しかし ，６０年代末にはヴ ェトナム 戦費の拡大と増税の遅れから景気加熱現象はイソフ

レと国際収支赤字とを深刻化させ，さらに７０年代のスタグフレーション下では税収を上

回る財政支出の拡大とその硬直化によっ て， 構造的財政赤字が大きな問題とな った 。

　この様な状況下では，ニューエコノミックスの政策が破綻したのは明かである 。では ，

その破綻の原因はどこにあ ったのか 。

　従来インフレの原因としては，６５－６６年，既に完全雇用水準にあ ったにもかかわらず ，

ヴェトナム 戦費とｒ偉大な杜会」計画にもとづく経費が追加され，それが超過需要を引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
起こし，さらに増税の遅れからイソフレか発生したとするのか　般的である 。そしてこ

れが国際競争力低下の一要因とされている 。さらに，財政赤字の構造化については，国

防費，杜会保障費等の一度支出されれぱ硬直化しやすい経費を計上したことが主な原因

　　　　　　　３）
としてあげられる 。

　これらは，ニ ーエコノミックスの失敗要因として ，総需要管理政策の短期的かつ一

循環局面における限界を指摘している点に意義がある 。

　ところで，ニ ーエコノミックスの経済成長政策には２つの側面があり ，１つは総需

要の拡大であり ，もう一つは潜在産出力の拡大である 。そしてその政策論理の特徴は両

（１３２）



　　　　　　　　　　　　 ケネデ ィ政権下の税制改革（飯野）　　　　　　　　　　１３３

者を同時に達成しようとしたところにあ ったのではないだろうか。つまり ，短期の総需

要管理問題と長期の供給サイド問題とを調和させる論理を組み立てていたのではないか

ということである 。従来の分析は需要側面を重視したために長期の供給サイドからの ニ

ューエコノミックスの特徴及びその問題点の析出が不十分にな ったと思われる 。

　では何故その様な一面的把握が行われてしまっ たのだろうか。第１の理由は政策体系

における減税政策の位置づけにあると思われる 。つまり減税政策を総需要拡大要因とし

てのみ把握したために，減税がもたらす投資促進効果の生産力に及ぽす影響を所与とし

てしまっ ているのである 。このことはケネデ ィ減税を問題にする場合に，６２年減税を軽

視することと関係がある 。なぜなら ，６２年減税を視野に入れた場合，新規設備投資の促

進を狙った加速度償却と投資税額控除制度は，産業間，企業規模間に与える投資促進効

果の差別性によっ て， 合衆国の産業構造ならびに長期的な供給サイドヘ如何なる効果を

及ぽすかが問題とならざるをえない。そしてそれが６４年所得税減税と結びつくことによ

って ，長期の供給サイドの議論と短期の需要サイドの議論がケネデ ィ減税の中では如何

なる関係にあ ったかが分析対象となろう 。さらに財政赤字の問題についていえぼ，一方

で減税の総需要拡大効果が短期的に税の自然増収をもたらすとしても ，他方で産業構造

への影響が長期的な税源の拡大につながりうるのか否かが問われなけれぼならない。そ

してこの様な産業構造視点の軽視が一面的把握の第２の理由であるところの６０年代前半

合衆国の経済構造と減税との関係を十分に捉えていないことにつながる 。従来はマクロ

の次元，つまり失業率，ＧＮＰギ ャッ
プ， などをもって減税が前提とする経済状況を捉

えていたにすぎない。つまり ，６０年代前半合衆国の特殊な経済構造を前提としているが

ゆえの減税政策の特殊性を十分に把握していないということである 。

　そこでさしあたり ，この２つの側面からアプ ローチすることにより ，ケネデ ィ減税の

全体像及びその後の合衆国経済に与えた影響とを多角的に理解する必要があるが，本稿

では，第２の側面である６０年代前半の合衆国経済構造の特殊性とそれを前提としたケネ

ディ 税制改革の政策意図の特徴を明らかにすると同時に，経済構造の特殊性が政策意図

を如何に制約する可能性を秘めていたのかを明らかにしたい 。

　考察順序はＩで，６０年代前半合衆国経済の特殊な構造と減税政策の役割を示し ，ｕで

は， 減税提案と歳入法の概要を整理し ，皿では，税制改革の政策意図とその制約条件に

ついて分析する 。

　　１）例えぱ吉富勝「１９５７年以降のアメリカ経済の序滞とケネデ ィの減税政策」『経済企画庁海

　　　外経済月報』昭和３８年３月号，伊東政吉「ニ ー・ エコノミックスとアメリカの経済政策」
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　　卜橋大学経済研究』２０巻２号，１９６９年を参照
。

２）Ｒ　Ａ＆Ｐ　Ｂ　Ｍｕｓｇｒａｖｅ，Ｐ〃舳６ハ舳舳刎丁加ｏびｏ〃Ｐ附眈３，Ｔｈ１ｒ
ｄ　ｅｄ， ＭｃＧｍｗ－Ｈ

１１ｌ

，

　　１９８０（丁財政学』木下和夫監修，有斐閣，１９８４年，ＰＰ７９６－７９７）を参昭
。

３）渋谷博史丁現代アメリカ財政論』御茶の水書房，１９８６年，ＰＰ．２５７－２６６を参照
。

Ｉ． ６０年代前半合衆国経済と減税政策の役割

１． ６０年代前半合衆国経済の特殊な構造

　ケネデ ィが大統領選挙に勝利した６０年秋は，戦後４回目の景気後退のさなかであ った 。

５８年から始まっ た景気の拡張期間は２４ヵ月で，それ以前の４５－４８年，４９－５３年，５４－５７年

の拡張期間の平均４０ヵ月に比べ大幅な期間短縮を経験した 。

　景気拡張期が短命で終わったのは，超過需要が経済全体に浸透せず自動車，機械とい

った耐久財産業及び医療などの若干のサ ービ刈こ限られていたにも拘らず，市場支配力

の集中によっ て物価と賃金が上昇し続けたために，政策当局がイソフレがだらだら長引

くのを恐れて財政金融政策を厳しく引き締めたからである 。このため，失業率はそれ以

前の回復期に達成された４％水準（完全雇用水準）に至らず，５．５％まで低下した後，６１

年には６．７％まで上昇した。製造業の設備稼働率は８１．９％から６１年には７７．４％にまで低

下した。民間固定投資は，４９－５７年を通じて実質ＧＮＰの１Ｏ－１１％で推移したが，５７年以

降は実質ＧＮＰの９％にすぎず，特に製造業における設備資本の割合は，４７－５７年にか

け年平均６．５％で増加したの対し ，５７年以降は年１．６％の増加にすぎなか った。５８年以降

の景気拡大の不十分さは結果として老朽設備の温存，失業率上昇，財政赤字の縮小困難

という状況を作り出したのである 。

　ところで，この様な循環局面の変化は，５０年代に進行した産業構造の変化を反映した

ものといえる 。表１に示されるように，国民所得，就業人口 ，新規投資，所得税収入な

どに占める第２次産業の割合は相対的に低下し，第３次産業のウェイトが増大している 。

第３次産業は雇用吸収能力が高い反面，生産性上昇率が低く ，需要の増加にともなうコ

ストプ ッシ ュ圧力は製造業よりも高い。製造業におげる市場支配力と第３次産業のウェ

イト上昇によっ て， 国内における総需要拡大がイ１■フレを導き易い構造を作り出してい

るといえる 。しかし，この様な構造変化が起こっ たとしても製造業や第３次産業での生

産性上昇率を設備投資を通じて改善できれぱ問題は起きにくいはずである。ところが ，

国際収支危機が従来のような政策的対応による投資促進を制約したのである 。
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表１

１９５３ １９５５ １９６０

項目＼産業別 第１次 第２次
造業

第３次 第１次 第２次
製造業）

第３次 第１次 第２次
造業）

第３次

１：国民所得に占
める割合 ５．

７

４０ ．０

３３ ．１） ５４ ．３ ４．

７

３９ ．６

３２ ．８） ５５ ．７ ４．

１

３７ ．０

３０ ．５） ５８ ．９

２：就業者総数に
占める割合 １０ ．６

３４ ．０

２８ ．３） ５５ ．４ １０ ．７

３２ ．５

２６ ．８） ５６ ．８ ８． ６

３０ ．６

２５ ．２） ６０ ．８

３：失　業　率 ５． ６

　３ ．４

３． １） ２． ８ ７． ２

　５ ．１

４． ７） ４． ０ ８． ３

　９ ．５

６． ２） ４．
５

４：新規設備投資
に占める割合 ３． ５

５８ ．１

４２ ．０） ３８ ．４ ３．
３

５４ ．９

４０ ．０） ４１ ．８ ２． ８

５６ ．５

４０ ．１） ４０ ．１

５：生産性上昇率 ５． ５ （２ ．２） ２． ０ ０． ４ （４ ．２） ３． １ ３． ４ （１ ．３） １．

０

６：賃金上昇率 １．

０

　３ ．３

２． ３） ３． ０
１．

Ｏ

　５ ．２

５． ４） ４．
７ ２． Ｏ

　３ ．５

２． ７） ２． ５

７：企業所得説に
占める割合 ３． １

６０ ．４

５９ ．０） ３６ ．５ ３． Ｏ

６１ ．０

５９ ．９） ３５ ．９ ２． ６

５３ ．３

５１ ．９） ４４ ．１

【出所】　　 ２：『日本経済を中心とする国際比較統計」日本銀行統計局，１９６８年４月 ，ｐｐ
．２４

，ｐｐ
．１１１

　　　
：Ｈｉｓｔｏｒｉｃａ１Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕ ．Ｓ，１９７５，ｐｐ

．１３６

　　　
：Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　Ａｂｓｔｒａｃｔ　ｏｆ 　ｔｈｅ　Ｕ．Ｓ．１９６３

，ｐｐ
．５０１

　　　
：Ｈｉｓｔｏｒｉｃａ１Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕ ，Ｓ．１９７５，ｐｐ

．９４９

　　　 ：Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｒｅｐｏ灯ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ，１９８８，ｐｐ
．２９８

　　　
：Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｉｎｃｏｍｅ，１９５３，ｐｐ

，２７－３１ ．１９５５，ｐｐ．２０－２４．１９６０
，ｐｐ

．４６－５１

　従来の合衆国の国際収支構造は，貿易収支の黒字で政府の軍事 ・経済援助とい った政

府移転収支の赤字と民間海外直接投資の赤字を相殺してきた。ところが，５０年代後半に

は， 西欧，日本などが国際競争力をつけ，そして５８年の西欧との通貨交換性回復などに

よっ て， 貿易収支黒字の大幅低下と短期民間資本流出が発生し，ドル危機が深化してい

たのである 。戦後の冷戦構造を前提とする限り政府の海外軍事 ・経済援助を大幅に削減

することは不可能であり ，それがもたらす赤字額を相殺できる貿易黒字額を保持するこ

とが基軸通貨ドルの価値を維持するために不可欠な条件であ った。ところで，合衆国の

貿易黒字を作り出しているのは製造業（黒字部門は資本財，自動車であり ，消費財はほぽ均衡

していた）と軍事製品であり ，そして最も競争力を持 っていたのは軍需製品であ った 。

しかし ，軍事製品需要は国内の経済政策によるよりも ，国際政治の変化によっ て左右さ

れる性格のものであり ，国内の雇用や生産能力を大幅に高めるために軍需生産を増大さ

せることはできない。さらに第３次産業はそもそも輸出されにくい部門であり ，貿易収

支の黒字を拡大するには，雇用吸収力と国際競争力を低下させつつあ った製造業を強化

する以外に道はなか ったのである 。ここに国内政策とドル危機を回避する経済政策とを
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制約する構造的要因があ った。つまり国内における産業構造は相対的に第３次産業に傾

きつつあり ，そこではＧＮＰの拡大，雇用創出，税源拡大能力も高まりつつあり ，国内

経済拡大にはこの方向に沿った政策運営を採用する必要があ ったにも拘らず，国際収支

危機に対抗する必要性からそれに順応することができなか ったのである 。

　それでは，以上の様な状況に対して政策当局はどの様た打開策を考えることにな った

のであろうか。次ではケネデ ィ政策の意図と ，その中における減税政策の役割を明らか

にする 。

２． ケネディ政策における減税政策の役割

　国内における不況，国際収支の黒字という組合せの場合，総需要の拡大によっ て景気

の拡大と輸入の増加によっ て両老を解消することができる（逆の場合は引締めで対応）。 と

ころが，ケネデ ィ政権の場合，国内不況に対処すべく総需要の拡大を行えぱ，コスト圧

力などによっ てインフレが発生し，そのことが国際競争力低下をもたらし ，国際収支赤

字はますます拡大することになる 。そのため，従来のような総需要の量的拡大策のみで

は対応できない 。

　そこで，如何にインフレ を抑えつつ景気を拡大するか，つまり生産性上昇率の範囲内

に賃金上昇率を抑えつつ，また過度の需要圧力をかけずに経済を成長させるかに政策の

中心がおかれる 。特に１で述べたように国際競争力強化の必要性及び国内の産業構造変

化に規定されて ，政策の中心は製造業の設備投資促進と第３次産業の投資促進及び国内

消費需要の拡大におかれる 。

　ところで，企業の設備投資を拡大させるためには財政 ・金融政策を用いることができ

るが，ケネデ ィ政権下では短期資本の流出に制約され利子率引下げは行い難い。そこで ，

財政政策　　特に減税政策　　にウェイトがおかれる 。なぜならは，減税は税負担を軽

減し企業の内部留保を増加させ，設備投資を直接刺激できる点で歳出政策に比べ優れて

いるからである 。このため，設備投資と消費需要を通じた成長には減税政策が中心的役

割を果たすことになるのである 。

　減税以外の諸政策は次のように関わ っていた。金融政策は短期債売オベ ・長期賃買オ

ベを通じて短期金利を高めに，長期金利を低めに誘導するツイストオベレーションによ

って国内の投資需要を利子率の面から極力制約しないようにし，同時に短期資本流出に

歯止めをかける 。歳出政策は，パックスアメリカーナの維持 コストである国防，海外援

助に主に振り向けられるか，教育，職業再訓練費等にも向けられ，労働市場の改善にも
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貢献する 。さらに，賃金上昇率を当該産業の生産性上昇率以下に抑制するガイドポスト

によって ，コスト圧力を極力抑える 。

　減税政策を中心とするこの様な諸政策が，設備投資の促進を通じた生産性上昇と総需

要拡大によっ てインフレ たき成長を達成し ，それを通じて完全雇用の達成，国際競争力

の強化，国際収支改善，さらには減税による財政赤字の一時的拡大をも解消し ，財政需

要の充足をも可能とすると考えられた 。

１． 減税提案と議会修正の概要

　６２年減税提案によると ，投資促進税制による「生産設備の拡張と近代化は，経済成長

を促進し ，アメリカ産業の国際競争力を向上させるために欠くことができないものであ

る。 近代的研究と技術を新しい設備に具現すれぼ生産性を高め，コストを引下げること

ができる」。そのうえ「企業投資を刺激すれば回復を促進し ，雇用を増大させる」。とこ

ろで，歳入の純減少を避けるために「特別の租税優遇措置を廃止」する 。「歳入を減ら

さず，かつ課税の公正という基本原則をも破らずに税制を改善して経済成長を刺激す
　　　　　　　　　　　　　　　　１）
る」というのが６２年提案の主旨である 。

　６４年減税提案では，第１に「法人税率及び非現実的な個人所得の高税率の苛酷性を緩

和し ，財貨 ・サ ービス需要を持続的に増大させ」それによっ て「生産能力の拡張を持続

的に支え」経済成長を促進する 。第２に「課税べ 一スを縮小し ，エネルギ ーと資源利用

の方向を誤らせるようた不当な優遇措置を除去し」課税べ 一スの拡大による公平性の改

善， そして「生産的投資及び資源の効率的利用への誘因を増大させる」というのが提案
　　　　２）
主旨である 。

１　減税提案の概要

　減税措置としては，６２年減税における減価償却期問短縮，新投資税額控除制度の創設 ，

６４年減税における個人所得税減税と法人税減税があげられる 。それぞれの概略は以下の

通りである 。

　０　減価償却期間の短縮（プレティンＦの改訂）

　　資本設備の耐用年数表を新しいガイドラインにもとづく ，総合耐用年数表に切り替

　　え，従来の物理的耐用年数から技術革新，生産設備の陳腐化を考慮したより経済的

（１３７）
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　　　　　　　　　　　　　　　　３）
　耐用年数へ減価償却期間を短縮する 。

　さらに「償却引当金比率テスト（Ｔｈ・Ｒ・…ｖ・
Ｒ・ｔｉ・ Ｔ・・ｔ）」を導入し ，企業の設備投

　資に応じ償却率を一定範囲内（４８－５８％）において自由に上下できるようにする
。

（２）投資税額控除制度の創設

　減価償却額を越える設備投資額に対して１５％，設備投資額が減価償却額の５０％を越

　える場合には，この５０％を越える投資に対して６％の税額控除を行う 。また最初の

　５千ドルまでの投資に対し１０％税額控除を行う 。

　　税率引下げ

　最低２０％から最高９１％の現行個人所得税率を最低１４％から最高６５％に引下げる
。

　最初の２万５千ドルまでの課税所得にかかる法人税率を現行３０％から２２％に引下げ
，

　２万５千ドル超にかかる税率を現行５２％から４７％に引下げる 。

＠　概算経費控除改正による課税最低限の引上げ 。

　人的控除一人６００ドル十個人所得の１Ｏ％概算控除，にかえて

　人的控除一人６００ドル十納税義務者一人当り概算経費控除３００ドルを導入する
。

　尚，扶養親族１人当りの概算経費控除額は１ＯＯドルである 。軽減額は以下の通り 。

　　　　　　　　　　　　　現　行　　　　　改正後　　　　　軽減額

　　　　　　　　独身者　　　　６６７　　　　　　９００　　　　　　２３３

　　　　　　　　既婚者　　　１．３３３　　　　　１．６００　　　　　　２６７

　　　子供２人の既婚者　　　２．６６７　　　　　３，ＯＯ０　　　　　　３３３

　増税措置として提案されたものの概略は以下の通りである 。

０　配当 ・利子所得の源泉徴収制度の創設

　配当 ・利子所得は申告制度にな っていたために，毎年約３０億ドルの所得が申告され

　ないままにな っている 。これらの所得に対し２０％の源泉徴収を実施 。

　　配当控除の撤廃

　５４年以降一重課税緩和のため実施されてきた配当に対する所得控除（一人５０トル）

　と税額控除（５０ドル控除後の所得の４％）を撤廃
。

　　キャピタルゲイン課税の改正

　償却資産の売却によるキャピタルゲインは，全てキャピタルゲイ１／として２５％の税

　率で課税されているが，取得原価を超過する売上部分のみを従来通りキャピタルゲ

　インとして課税し，その他の部分は普通所得なみに課税。６４年提案では次のように

　変更された。キャピタルゲイソ課税を現行の個人 ・法人とも２５％分離課税から ，個

（１３８）
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　人については１９．５％ ，法人については２２％にそれぞれ引下げる代わりに，贈与，相

　続によっ て移転された資産から得られる純利益全てをキャヒタルケイ■課税の対象

　に含める 。そして長期キャピタルゲインの対象となる資産保有期間を６ヵ月から１

　年に延長する 。さらに不動産キ ャピタルゲイソ課税を，現行の個人所得税率の半分

　から個人所得税率まで引上げる 。

＠　海外所得に対する課税の強化

　海外に子会杜を持つ米国法人　　先進工業諸剛こおける子会杜の収益のみ　　を国

　内企業と同様に課税。海外投資会杜の所得を国内投資会杜と同様に課税。海外に赴

　任し ，居庄する場合の免税ないしは租税軽減措置を廃止 。

　　５％足切（Ｆ１ｏｏ・）規定

　調整総所得の約２０％に達する項目別控除を納税義務者の調整総所得の５％超に制限 。

　但し住宅 ローソの支払い利子は制限対象としない 。

　政府提案の特徴は，インフレ防止のために高水準に保たれてきた税率水準と構造を改

善し ，経済成長に必要な消費需要拡大と ，新規設備投資を行う企業とに減税恩恵が集中

するよう意図している 。これは，キャピタルゲイソ課税の強化，５％足切（Ｆｌ…）規定

をはじめとする課税べ 一スの拡大措置を行うことにより ，それらが行われなか った場合

に比べ大幅な税率引下げが可能となるという考えを示している 。そしてこのことは同時

に所得課税における水平的平等にも接近することになる 。さらに３００ドルの概算経費控

除を導入することにより ，人的控除を引上げた場合に比べ，効率的に低所得層に減税効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
果をもたらすと考えられ，垂直的平等にも一定の配慮がなされている 。尚，政府提案に

おげる歳入 ロスは１０３ ．５－１０８．５億ドルと見積られた 。

２． 議会の修正論議の概要

　この様な減税提案に対し議会では様 々な反対意見が出されたが，中心は投資税額控除

制度と低所得層の消費需要拡大を狙った税率引下げならびに概算経費控除を巡 って展開

された 。

　投資税額控除の有効性についてＣＥＡ（大統領経済諮問委員会）は次のように述べてい

る。 新投資税額控除は「新しく獲得される資産に対してのみ適用されるから，全ての刺

激的効果は新資本の収益力に集中され，歳入は会杜の既に所持する資産の収益上昇のた

めに減ることはない。これは生産能力拡張及び生産設備の再投資と近代化のために有効
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　　　　　５）
な方法である」と 。さらに投資税額控除導入の背景とその目的について財務長官デ ィロ

　　　　　　　　　　　６）
ンは次の諸点をあげている 。

１；合衆国の経済成長率は年２－３％の低水準にあるが，西欧 ・日本は合衆国の２－３倍

　の成長率を達成している 。競争相手は優秀な機械設備で装備されており合衆国の古い

　陳腐化した機械設備ではこれら諸国との競争には勝てない 。

２；ＧＮＰに占める生産設備投資額の割合（特に新規投資）は低水準にある 。諸外国は増加

　傾向を示しているのに対して，合衆国は減少傾向を示している 。

３； 諸外国は生産設備の投資促進に必要な制度を導入している。合衆国の民間資本形成

　促進には，諸外国の水準にまで資本形成促進的な税制改革が必要である

４；そこで第１に，耐用年数の改訂一競争条件を諸外国並に一を行う 。第２に，投資税

　額控除制度の導入一競争条件を合衆国に有利に一を行う必要がある 。これらの政策を

　平衡して採用することによっ て， 望ましき民間資本形成，国際収支ポジションの改善

　が可能となる 。

　この様に投資税額控除の必要性と有効性を主張する政策当局に対して全米商業会議所

（Ｃｈ・ｍｂ…　ｆ　Ｃ・ｍｍ・・…
　ｆ　ｔｈ・Ｕ　Ｓ　Ａ）は，投資税額控除制度は製造業重視であり投資規

模の小さなサ ービス業者，小売業界を無視しているとして反対している 。つまり投資税
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
額控除による恩恵の業界間差別を非難している 。

　また南部州産業委員会（Ｓｏｕｔｈ・ｍ　Ｓｔ・ｔ・Ｉｎｄｕ・ｔ・ｉ・１ＣＯｕｎ・ｉ１）は，投資税額控除は製造業重

視といえるものの，そこで優遇される業種は北部大西洋岸及び５大湖周辺の北中部の基

幹産業に傾斜したものであり ，南部に基盤をおく製造業はそれほど優遇されないという
　　　　８）
ものである 。

　さらに全米製造業組合（Ｎａｔ１ｏｎａ１Ａ・・ｏ・１・ｔ１ｏｎ　ｏｆＭ・ｍｆ・・ｔ皿ｅｓ）は，投資税額控除制度そ

のものに反対というよりはこの制度がもたらすであろう歳入 ロスを政府が海外で一特に

先進国で活動する一米国企業に国内並課税をして調達しようとしている点に反対してい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
る。 彼らが要求したのは，投資税額控除ではなく初年度割増償却であ った 。

　次に税率引下げと概算経費控除については，米国労働総同盟一米国産業別労働組合会

議（ＡＦＬ－ＣＩＯ）などの中 ・低所得層を代表するグループからは支持を得たが，産業界 ，

高所得層からは，より一層の企業税負担の軽減と高所得層の税率引下げが要求された 。

全米製造業組合は合衆国の経済成長率を高めるには，法人税率を引下げるだげでなく ，

所得税率の累進性をより水平化することによっ て資本形成を高める必要があり ，課税べ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
一スを広げる税制改革は，かえ って資本形成を阻害し，成長の妨げになると主張している 。

（１４０）
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　また全米商業会議所にいた っては，個人所得税率についても項目別控除の５％足切規

定にふれ，Ｌｏｏｐｈｏ１ｅは高税率に耐えうるために必要であり ，それを廃止するならぼ ，

所得税の最高税率を５０％にまで引下げ，そして歳出を削減し ，さらに必要なら低税率の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
消費税の導入も考えるへきとの提案を行 った 。

　結局，企茉の内部留保を高めることで因内での新規設備投資の拡大を意図した政府に

対して ，産業界は，それを企業を設備投資に駆り立てるものと批判し，投資決定に対す

る政府の干渉を極力排除する要求をしたのである 。つまり朝鮮戦争以後高水準に保たれ

てきた税負担水準の軽減を要求し ，企業の裁量に任された自由な資金流動性を高める要

求をしたのである 。

　これは国内経済を優先する政府の意図とは対照的に，より有利な収益性を求めて資本

を投下する企業との思惑の違いを象徴している 。そして ，西欧との通貨交換性の回復 ，

西欧の高い投資収益率，ＥＣ市場から締め出される可能性，合衆国国内における収益性

の低下傾向，等のもとでは，企業にとっ て自由な資金流動性を高めようとする要求は当

然強くならざるを得なか ったのである 。

３　歳入法の概要

議会の修正論議を経て可決した歳入法の概要は以下の通りである 。

０　減価償却期間の短縮（ブレティソＦの改訂）

　　投資税額控除制度

　　原案の段階的軽減措置を廃し，一律７％税額控除とする 。また公益事業にも３％控

　　除を認める 。また適格資産に５万ドルまでの中古資産を含む。尚，控除額は事後の

　　償却べ 一スから除外する（６４年に除外規定は削除）。 さらに，未使用分の税額控除は

　　前３年，後５年の繰越控除を認める 。

　　税率引下げ

　　最低２０％から最高９１％の現行個人所得税率を最低１４％から最高７０％に引下げる 。

　　最初の２万５千ドルまでの課税所得にかかる法人税率を現行３０％から２２％に引下げ ，

　　２万５千ドル超にかかる税率を現行５２％から４８％に引下げる 。

　＠　概算経費控除改正による課税最低限の引上げ

　　人的控除一人６００ドル十個人所得の１０％概算控除，にかえて

　　人的控除一人６００ドル十納税義務者一人当り概算経費控除３００ドルを導入する 。

　　尚，扶養親族１人当り概算経費控除額は１００ドルである 。軽減額は以下の通り 。

（１４１）
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　　　　　　　　　　　　　　現　行　　　　　改正後　　　　　軽減額

　　　　　　　　独身者　　　　６６７　　　　　　９００　　　　　　２３３

　　　　　　　　既婚者　　　１．３３３　　　　　１ ．６００　　　　　　２６７

　　　子供２人の既婚者　　　２．６６７　　　　　３，Ｏ００　　　　　　３３３

　　配当税額控除の撤廃

　配当税額控除を廃止（６５年以降）する代わりに玩行の配当所得控除５０トルを１ＯＯトル

　に拡大 。

の　キャピタルゲイン課税の改正

　長期キャピタルゲイ：／の資産保有期間を６ヵ月から１年に延長するが，不動産キャ

　ピタルゲインの普通所得なみ課税は，保有期間（２０ヵ月一１２０ヵ月超）に応じ算入率

　（１００％一０％）を決定する 。また２５％分離課税は現行のままとする 。

　政府提案のうち，法人税率 ・個人所得税率の引下げ，概算経費控除引上げ，減価償却

期間短縮に関しては，ほぽ原案通り可決したが，投資税額控除は段階的控除率を廃し一

律７％に，そして適格資産として５万トルまでの中古資産か含むという大きな譲歩を強

いられた。このため，新投資優遇という政府の意図は不徹底にな ったといえる 。さらに

増税項目である配当控除の撤廃，５％足切規定の導入が否決され，またキ ャピタルゲイ

ソ課税も不十分に終わ ったため，課税の公平性を図り ，同時に歳入 ロスを可能な限り抑

えるという目的も不徹底なものとた った。この結果見積られる歳入 Ｐスは，当初予想の

１０３ ．５－１０８．５億ドルから１３２ ．７５－１３７．７５億ドルに拡大した
。

　それでは次にヶネティ 税制改革の政策思図と ，その制約条件を考えてみたい 。

　　１）Ｐｒｅｓ１ｄｅｎでｓ１９６１Ｔａｘ　Ｍａｓｓａｇｅ，Ｈｅａｍｇｓ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｗａｙｓ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｍｓ

　　　Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｌｖｅｓ，８７ｔｈ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ１ｓｔ　Ｓ
ｅｓｓ１ｏｎ，１９６１，ＰＰ１－１５

　　２）Ｐｒｅｓ１
ｄｅｎｔ’ｓ１９６３Ｔａｘ　Ｍａｓｓａｇｅ，Ｈｅａｍｇｓ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｗａｙｓ　ａｎｄ　Ｍ

ｅｍｓ

　　　Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔ１ｖｅｓ，８８ｔｈ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ１ｓｔ　Ｓｅｓｓ１ｏｎ１９６３，ＰＰ５－２８

　　３）６２年減価償却制度の目的には以下の諸点があるとされている
。

　　　　納税者が変化しつつある状況に即応し，自己の資産の耐用年数を決定する場合，その採

　　　用した結果の償却額を当局が承認するよう ，一層の自由と弾力性を与えるだけでなく ，減価

　　　償却会計を一層簡素化させ，準備金比率テスト等の客観的基準の導入により ，主観的判断を

　　　阻止している。そしてこの様な制度的変更には次のような経済的意図が込められている 。つ

　　　まり ，これまで使用されていたブレティソＦの耐用年数表は戦後の技術革新による償却資産

　　　 の急速な陳腐化を考慮していなか ったために，設備の近代化投資の障害にな っていた。そこ

　　　で，耐用年数を短縮し，毎年の減価償却費計算を一層現実的な耐用年数の便用へと接近させ

　　　る。これにより企業のキャッシ ュフロー を増加させ，同時に資本回収率を増加させ，両者相

（１４２）
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　まって，実質資本彩成率を拡大，刺激する 。これは，機械設備の近代化へのより大きい刺激

　と能力を拡大させ，結果として生産費を低下させ，海外の生産者に対する合衆国産業の競争

　的立場を強化し，合衆国の国際収支の改善に寄与する 。Ｎｏ　　Ｂ　Ｔｕｒｅ
，“Ｔａｘ　Ｒｅｆｏｍ

，

　Ｄｅｐｒｅｃｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｂ１ｅｍｓ” Ａ舳ｒ三６伽及ｏ〃ｏ〃６ Ｒ〃似１９６３，Ｍａｙ，ＰＰ．３３４

４）３００ドル概算経費控除が低所得層に有利なのは，中 ・高所得層がこの制度を利用するには

　項目別控除を犠牲にしなけれぱならないからである 。

５）　丁加Ａ舳舳Ｚ　Ｒ功ｏ汀 げ肋６Ｃｏ〃〃６”げ＆ｏ〃ｏ〃ｃ　Ａ加む舳１９６２，Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇ
ｏｖｅｍ

　ｍｅｎｔ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｏ冊ｃｅ，ＰＰ１１３２

６）Ｐｒｅｓ１
ｄｅｎｔ’ｓ１９６１Ｔａｘ　Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔ１ｏｎｓ，Ｈｅａｍｇｓ　

ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　Ｈｏｕｓｅ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｗａｙｓ

　ａｎｄ　Ｍｅａｎｓ
，８７ｔｈ　Ｃ

ｏｎｇｒｅｓｓ
，１ｓｔ　Ｓｅｓｓｉｏｎ，ＰＰ．２０－４８

７）　Ｉｂｉｄ
．，

ＰＰ．９８３－１００６

８）　Ｉｂｉｄ
．，

ＰＰ．１０６８－１０７２

ｇ）　Ｉｂｉｄ
．，

ＰＰ．８２３＿８３４

１０）Ｐｒｅｓ１
ｄｅｎｔ’ｓ１９６３Ｔａｘ　Ｍｅｓｓａｇｅ ，Ｈｅａｍｇｓ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　Ｈｏｕｓｅ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｗａｙｓ　ａｎｄ

　Ｍｅａｎｓ
，８８ｔｈ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ，１ｓｔ　Ｓｅｓｓｉｏｎ，ＰＰ．２０９０－２０９９

１１）　Ｉｂｉｄ
．，

ＰＰ，２３０７－２３７８

皿． ヶ不ティ 税制改革の政策思図とその制約条件

　ここでは，ケネデ ィ税制改革の政策意図を減税側面，増税側面，及び両者の関連を明

らかにし ，最後に政策意図の制約条件を考察する 。

１　減税措置の政策意図

　０　法人税減税の産業間格差と設備投資，生産性，国際競争カヘの影響

　第二次大戦後，減価償却規定の大幅改訂が１９５４年に行われ，従来の定額償却法に加え

て加速度償却法一定率法と級数逓減法一が導入された。加速度償却法たる定率法と級数

逓減法は定額法に比し大幅初期償却を可能とし，投資資金の資金効果と投資収益率を高

め， また投資の危険負担を軽減し投資を促進するものであ った 。

　加速度償却法は，産業部門別では経済的償却資産を多く所有する製造業部門で採用率

が高く ，資産規模別では，規模の増加にともない級数逓減法の採用比率が高まるという

ことか既に指摘され，合衆国の減価償却規定は５０年代後半既に製造業重視，大企業優遇
　　　　　　　　　　１）
という特徴を持 っていた。ではケネデ ィ減税の減価償却期間短縮は従来の特徴を強めつ

つも製造業のどの分野に集中し ，スクラ ップアソドビルトを促進するよう意図したもの

であ ったのだろうか 。

（１４３）
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表３－１　６２年新耐用年数表の採用 ・不採用別減価償却費及ひ投資税額控除額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［百万ドル１

法人減価償却費

１９６２ ６２年投資

新耐用年数表 税額控除
１９６０ １９６１

合計 採用 不採用 追加分

全法人企業 ２２ ，１６０ ２３ ，５７７ ２７ ，７０８ １４ ，７７１ １２ ，９３７ ２， ４３１ １， ０４１

製造業及び鉱業 １０ ，５５９ １１ ，２０２ １３ ，６２３ ９， ３２３ ４， ３００ １， ７２３ ５１６

食品及び衣料 ９６５ １， ０１６ １， ２３４ ７４５ ４８９ １１９ ５８

繊　　　維 ３１９ ３５３ ４２５ ２４５ １８０ ３８ ２０

製　　　紙 ４６６ ５１１ ６７３ ５８６ ８７ １２１ ２５

化　　　学
１， １５４ １， ２６６ １， ５６２ １， ３８０ １８２ ２６３ ６８

石油精製
１， ７３９ １， ８０３ ２， ０５５ １， ２２３ ８３２ １６６ ４５

ゴ　　　　　ム ２１４ ２３７ ３００ １７８ １２２ ３０ １６

鉱石 ・硝子 ４６０ ４８２ ５９９ ３８６ ２１３ ９２ ２９

金属 ・精錬
１， １８８ １， ２２８ １， ５９０ １， ２８８ ３０２ ２８７ ６１

鉄　　　鋼 ６６１
ｎ． ａ． ８９９ ８１３ ８６ １８２ ２７

機　　　械 ８６０ ９２６ １， １３０ ５３２ ５９８ ７５ ３０

電機機械
４７８ ５２８ ６２８ ４８９ １３９ ７１ ２４

自　動　車 ７１３ ７２１ ８７０ ８４１ ２９ １４９ ３２

輸送機械
２５５ ２５４ ２４５ ９０ １５５ １４ １０

そ　の　他
１， ７４８ １， ８７７ ２， ３１２ １， ３４０ ９７２ ２９８ ９８

運　　　　輸
１， ９４２ ２， ０６６ ２， ５５７ １， ４８１ １， ０７６ ３６５ １０２

公益事業
２， ２２０ ２， ３９５ ２， ６２１ １， ２７９ １， ３４２ １０４ １０３

通　　　　信
１， ０８４ １， １９９ １， ３３４ ２１０ １， １２４ １１ ７５

商業 ・その他
６， ３５５ ６， ７１５ ７， ５７３ ２， ４７８ ５， ０９５ ２２８ ２４５

【出所】Ｌ　Ｂｒｌｄｇｅ ‘Ｎｅｗ　Ｄｅｐｒｅｃ１ａｔｍ　Ｇｕ１ｄｅｌｍｅｓ　ｍｄ　ｔｈｅ　Ｉｎｖ　ｔｍｅ　ｔ　Ｔａｘ　Ｃｒｅｄ １ｔ ’８〃りにツ〆Ｃ”舳〃Ｂ舳〃蝋

　　　Ｊｕ１．１９６３，ｐｐ
．４

　表３－１を見ると ，新耐用年数を採用した企業の減価償却費は１４８億ドルに達し，全償

却費の５５％を占めている 。これらの企業では償却費は前年比２０％増である 。これを産業

別でみると製造業及び鉱業が１７億ドルの追加で，全体の増加分のほ〃ま７０％を占めている 。

これに対し非製造業に類する分野は償却資産の絶対額が少なく ，新耐用年数表の利用も

少ないため，公益事業を除いた商業分野では２億ドル程度の増加に留まっ ている 。

　この様な差異は，小規模企業の比率が高い農林水産業，商業，サ ービス部門では投資

規模が小さく償却期問短縮が大きな利益をもたらさないぱかりか返って利益を圧迫し経

営上好ましくなく ，また鉱業部門ではパーセソト減耗控除の利益が償却期間短縮によっ

て一部削減されるために発生すると考えられる 。さらに商業，金融部門で採用率が低い

のは設備投資の比重が余り重要な意味を持っていないからである 。そして資産規模別差

（１４４）
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異は，減価償却費の増加に十分耐えうる所得水準を有しているか否かによるものと考え

られる 。

　次に製造業内部での利用状況を見ると ，新耐用年数表を利用した製造業の中で ，多額

の償却費の増加を計上したのは化学，石油，鉄鋼 ・金属，自動車，であ った。これらの

分野は従来合衆国の径済力の強さの象徴てあ った分野てあると同時に，巨大な過剰生産

設備を抱えている分野でもあり ，新規設備投資を促進させるためには，それだげ巨額の

資金流動性を必要としていたのである 。

　それでは次に投資税額控除の利用状況を見てみよう 。

表３－１の右側２列を比較すると２つの対照性に気付く 。第１は，投資税額控除の利用

状況は，製造業 ・非製造業の間で，１ ：１の割合で利用されており ，新耐用年数表のそ

れが７ ：３であるのと対照をなしている 。第２の対照性は，非製造業において ，投資税

額控除の利用額が新耐用年数表の利用額より多く ，この点でも製造業とは対照をなして

いる 。これは投資税額控除か，２万５千トル以下の中小企業　　特にサ ーヒス 部門

にも一律の税額控除を認めていることが大きな要因と思われる 。

　以上のような新耐用年数表と投資税額控除の採用は，第１に，製造業の設備投資を促

表３－２　合衆国及びその他工業国における生産設備に対する

　　　減価償却費，初期償却費及び投資引当金

代表的
減価償却費，初期償却費，投資引当
金の資産 コストに対する割合

耐用年数
当初１年間 同２年間 同５年間

べ ノレ ギ 一
８（年） ２２ ．５（％） ４５ ．０（％） ９２ ．５（％）

カ ナ ダ １０ ３０ ．０ ４４ ．０ ７１ ．４

フ ラ ン ス １０ ２５ ．０ ４３ ．８ ７６ ．３

西 ド イ ツ １０ ２０ ．０ ３６ ．０ ６７ ．２

イ タ リ ア １０ ２５ ．０ ５０ ．０ １００ １０

日 本 １６ ４３ ．４ ５１ ．０ ６８ ．２

オ ラ ン ダ １０ ２６ ．２ ４９ ．６ ８５ ．６

ス ウ 工 一 デ　　ン ５ ３０ ．０ ５１ ．０ １００ ，０

英 国 ２７ ３９ ．０ ４６ ．３ ６４ ．０

９ カ　　国　　平　　均 ２９ ．０ ４６ ．３ ８０ ．６

合 衆 国

６２年ガ イ　ドライ　ノ以前
１５ １３ ．３ ２４ ．９ ５１ ．１

６２　年 ガ　　イ　　ド　ラ　　イ　　ン １２ １６ ．７ ３０ ．６ ５９ ．８

６２年ガイドラインと投資税額控除の併用 １２ ２９ ．５ ４２ ．５ ６９ ．６

【出所】Ｗ．ＴＨｏｇａ叫Ｄ功肌肋ｏ刀 戸ｏ伽舳刀４Ｒ舳伽〃Ｐ７０肱肌Ｆｏｒｄｈａｍ　Ｕｎｉｖ．Ｐｒｅｓｓ，１９６７，ｐｐ
．５１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１４５）
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進し国際競争力を高めるには他の先進諸国が採用している加速度償却に匹敵あるいはそ

れを上回る投資補助が必要であることを示している 。但し，全ての先進国に対して競争

上有利に立とうとしているわけではない。表３－２をみると ，新耐用年数表と投資税額

控除の併用によっ ても ，初期５年間の償却率は先進９カ国平均の８０．６％に対して６９．６％

にすぎない。しかし重要なのは，合衆国の償却率が西独，英国，日本の償却率を上回り ，

ほ陵カナダと同水準にあるということである 。このことは，これら諸国が合衆国にとっ

て重要な競争相手であ ったということだげではない。特に西独，英国についていえるこ

とであるが，これら諸国には合衆国自動車産業が早くから現地生産を開始していた国 々

　　２）
であり ，合衆国内での生産を有利化するには最低限これら諸国の償却率を越える必要が

あっ たのである 。新耐用年数表と投資税額控除の第２の特徴は，既に国内経済における

サービス化の進行及びそこでの生産性上昇率の低さへの考慮から非製造業における投資

をも拡大させなげれぱならない，という政策当局の意図を反映したものといえる 。

　（２）個人所得税減税の所得間格差と消費需要への影響

　表３－３は，６４年歳入法による税率の変化と所得階層別の減税割合を示している。税

率の引下げのみでは低所得層で最も軽減率が高い。しかしケネデ ィ減税は，最低概算経

費控除導入等の制度改革を行っており ，それらを含めた減税の影響を見なげれぱならな

い。

　表３－４上段は税率引下げによる減税額と制度改革による増税額の所得階層別分布を

示している 。中段はその比率を示し，下段は現行法下の納税額と比較した減税割合が示

されている 。

　中段に連邦個人所得税の特徴の一つが示されている 。つまり ，納税申告者数は５千 一

１万ドル層に４４．９％が集中し納税額も３８．６％と最も高い。しかし，１万ドル以上の所得

層の納税申告者数は全体の１５．５％を占めるにすぎないが，納税額では４９．９％とはぽ半分

を占めている 。これは連邦個人所得税の累進性を示すものといえる 。

　ところで，中段に示されるように，新税率による減税額の所得階層別分布は，現行納

税額の階層別分布とほ盾一致している 。さらに，下段に示されるように，新税率による

減税率は，３千ドル以下でも２８．３％，５万ドル以上でも２２．１％あり ，税率引き下げだけ

では，減税効果の意味はは っきりしない。６４年個人所得税減税の性格を規定するのは税

率引下げよりむしろ制度改正にあると思われる 。概算経費控除は３千ドル以下の所得階

層で減税となるが，５千ドル以上の所得階層では，概算経費控除の減税効果だけでは同

時に提案された５％足切規定と配当控除の撤廃による ロスを相殺しきれず増税となる 。

（１４６）
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表３－３　個人所得税率と所得階層別減税割合

１４７

課税所得（千ドル） 税　　　　　率

独身者 夫婦者 ５４年法 政府提案
減税害０合（％）

６４年歳入法

０－ ０． ５ Ｏ－　１ ２０ １４ ．０ １４ ３０

０． ５－　１ １－　２ ２０ １４ ．０ １５ ２５

１－１ ．５ ２－　３ ２０ １６ ．０ １６ ２０

２２ ．５

１． ５－　２ ３－　４ ２０ １６ ．Ｏ １７ １５

２－　４ ４－　８ ２２ １８ ．０ １９ １４

４－　６ ８－１２ ２６ ２１ ．０ ２２ １５

６－　８ １２－１６ ３０ ２４ ．０ ２５ １７

８－１２ １６－２０ ３４ ２７ ，Ｏ ２８ １８

１０－１２ ２０
一一

２４ ３８ ３０ ．０ ３２ １６

１２－１４ ２４－２８ ４３ ３４ ．Ｏ ３６ １６

１４－１６ ２８－３２ ４７ ３７ ．０ ３９ １７

１６－１８ ３２－３６ ５０ ４０ ．Ｏ ４２ １６

１８－２０ ３６－４０ ５３ ４２ ．０ ４５ １５

２０－２２ ４０－４４ ５６ ４５ ．Ｏ ４８ １４

２２－２６ ４４－５２ ５９ ４７ ．Ｏ ５０ １５

２６－３２ ５２－６４ ６２ ５０ ，０ ５３ １５

３２－３８ ６４－７６ ６５ ５２ ．０ ５５ １５

３８－４４ ７６－８８ ６９ ５５ ．Ｏ ５８ １６

４４－５０ ８８－１００ ７２ ５７ ．０ ６０ １７

５０－６０ １００－１２０ ７５ ５８ ．Ｏ ６２ １７

６０－７０ １２０－１４０ ７８ ５９ ．０ ６４ １８

７０－８０ １４０－１６０ ８１ ６０ ，０ ６６ １９

８０－９０ １６０－１８０ ８４ ６１ ．０ ６８ １９

９０－１００ １８０－２００ ８７ ６２ ．０ ６９ ２１

１００－１５０ ２００－３００ ８９ ６３ ．Ｏ ７０ ２１

１５０－２００ ３００－４００ ９０ ６４ ．０ ７０ ２２

２００超 ４００超 ９１ ６５ ．０ ７０ ２３

【出所】Ｊ．Ａ．Ｐｅｃ ｈｍａ叫 “Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　Ｉｎｃｏｍｅ　Ｔａｘ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｅｖｅｍｅ　Ａｃｔ　ｏｆ１９６４
”ｎ３／ｏ〃舳Ｚ〆ハ舳”、４

　　　Ｍａｙ，ｐｐ
．２５７

つまり ，下段に示される制度改革を含めた減税効果は，低所得層ほど減税比率が高いと

いうことである 。しかし ，だからとい って ，各階層の構成員の減税額が上記の結論と同

一ではないことにも注意しなけれぼならない。つまり ，高所得層全体での減税率は確か

に低 ・中所得層全体の減税率より低いが納税申告数の少なさを考慮すれぼ，１万ドル以

上の所得層が受け取る減税額は，一人当り３３１ドルで，１万ドル未満の１２７ドルの約２ ．６

倍である 。この様に考えれぼ，個人所得税減税の意図は，一方で消費性向の高い中 ・低

所得層に減税総額の８５％を集中することによっ て消費需要を拡大し ，他方で，減税総額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１４７）
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表３－４　 ケネデ ィ個人所得税減税のＡＧＩ階層別規模　　　（百万ドル）

所得階層 納税申告数 現行法下 新税率に 制度改革 新税法によ
（千ドル） （百万人） の税額 よる減税額 による増減 る純減鋭額

０－３ ９． ７ １４５０ 一４１０ 一１５０ 一５６０

３－５ １０ ．５ ４０３０ 一１０９０ 一４０ 一１１３０

５－１０ ２２ ．９ １８３００ 一４５２０ 十７３０ 一３７９０

１０－２０ ６． ７ １２７１０ 一２６００ 十７７０ 一１９２０

２１－５０ １．

０ ６７６０ 一１４１０ 十５９０ 一３２０

５０以上 ０． ２ ４１７０ 一９２０ 十５４０ 一３８０

全　　体 ５１ ．０ ４７４２０ 一１１０４０ 十２４４０ 一８６００

所得階層別分配比率（％）

１－３ １９ ．０ ３． １
３． ７ 一６ ．１ ７

３－５ ２０ ．６ ８， ５
９． ９ 一１ ．６ １３

５－１０ ４４ ．９ ３８ ．６ ４０ ．９ ２９ ．９ ４４

１０－２０ １３ ．１ ２６ ．８ ２４ ．４ ３１ ．５ ２２

２０－５０ ２． Ｏ １４ ．３ １２ ．８ ２４ ．２ １０

５０以上 ０． ４
８． ８

８． ３ ２２ ．１ ４

全　　体 １００ ．０ １００ ．０ １００ ．Ｏ １００ ．０ １００

現行法下の納税額に対する減税比率（％）

０－３ １００ ．０ 一２８ ．３ 一１０ ．３ 一３９

３－５ １００ ．０ 一２７ ．０ 一１ ．０ 一２８

５－１０ １００ ．Ｏ 一２４ ．７ 十４ ．０ 一２１

１０－２０ １００ ．０ 一２１ ．２ 十６ ．１ 一１５

２０－５０ １００ ．０ 一２０ ．９ 十８ ．７ 一１２

５０以上 １００ ．Ｏ 一２２ ．１ 十１２ ．９ 一９

全　　体 １００ ．Ｏ 一２３ ．３ 十５ ．１ 一１８

【出所】Ｐｒｅｓｌｄｅｎｔｓ１９６３Ｔａｘ Ｍ　ｇ ，Ｔａｂ１ｅ－３

では１５％であるが，一人当りの減税額では中 ・低所得層の約２．６倍にのぽる恩恵を受け

る高所得層をも優遇し，貯蓄量の確保を狙ったものといえる 。

　このことは，皿 一１で分析した投資促進措置と密接に関わ っている 。つまり ，一方で

設備投資を拡大し，生産性と生産能力を高め，他方でそれに見合う消費需要と投資資金

供給源を作り出している 。つまり過剰生産能力の発生を未然に防ぎ ，大量生産　大量消

費というアメリカ的生産 ・消費構造を活用し，経済成長を構造面から支える役割を担 っ

たのが個人所得税減税の所得間格差の効果であ ったといえる 。

（１４８）
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２． 増税措置の政策意図

　０　財源調達

　合衆国において全ての納税義務者の課税所得は次のように算定される
。

　総所得から控除項目を減算して調整総所得（ＡＧＩ）を計算し，そこから項目別控除

（支払利子，医療費，寄付金，支払租税など）， 人的控除を減算して課税所得を算定する 。

　１９５０年以降項目別控除の割合が増大し ，ＡＧＩに占める割合は，５０年に１２％であ った

ものが，６０年には２０％にも達していた。税制改革が項目別控除をＡＧＩの５％超に限定

しようとしたのはこの様な課税べ 一スの侵食を抑え，減税財源の一部補填と所得税収入

の安定化を狙ったものといえる 。これは減税によるＧＮＰの拡大がもたらす税の自然増

収が，財政赤字の解消及び公債依存度の低下を通じて，財政がもたらすインフレ圧力を

緩和しようとする意図をも含んでいた 。

　　　所得再分配

　所得再分配機能に関係するのは，高額所得層にかかわる項目別控除の制限，配当控除

撤廃，キャピタルゲイソの課税強化と低額所得層にかかわる概算経費控除の引上げであ

る。 政策当局は高額所得層に恩典を与えている特例措置を極力排除し ，その分を最高税

率の大幅引下げに当てることによっ て， 高所得層で顕著な名目税率と実効税率の乖離を

縮小し，累進性の回復を意図している 。しかし ，議会の修正によって課税べ 一スの拡大

は不十分なままであり ，実効税率における累進性の回復には至 っていない。図３－１ ，

２は税制改革前後の実効税率を比較したものであるカミ，高額所得層ほど名目税率の引下

げ率が高いものの，全体として税率引下げが行われているのがわかる 。しかし ，実効税

率についてはほとんど改善されていない。つまり政策当局にとっ て個人所得税減税の最

も重要な役割は，消費需要量の拡大ということであり ，課税の公平性はどちらかといえ

ぼ努力目標であ ったといえる 。このことは増税項目のうち重要な項目別控除の制限項目

から住宅 ローソの利子支払いを除外しているという事実からも推測できる 。つまり戦後

の景気を支える一つの要因として機能してきた住宅需要を十分に利用しようと考えたわ

けである 。さらに３千ドル以下の低所得層における概算経費控除額を引上げることによ

って ，最低生活費のイソフレによる目減りを相殺し消費需要の拡大を狙っていることか

らも明かである 。

　　　資源再配分

　増税措置がもたらす資源再配分機能としては海外所得の国内並課税と短期キャピタル

ゲイノの課税強化をあげることができる 。

（１４９）
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実用効率に対する各種措置の影響（１９６０）

実効税率（％）
１００

９０

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

　０

　０

名目税率

人的控除 実効税率

１　　　２

　　　　　図３－２

実効税率（％）

５　　１０　　２０　　　５０

　　　糸窓戸斤ぞ号（１ ，０００ドル）

１００　　　２００　　　　　５００　　１ ，ＯＯＯ

（１９６４）

１００

９０

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

　０

人的控除

名目税率

所得分割　　　　　　
’

実効税率

　０　１　　　　　　１０　２０　　５０　１００　２００　５００１
，０００

　　　　　　　　　　　　　総所得（１ ，Ｏ００ドル）

【出所】Ｊ　Ａ　Ｐｅｃｈｍａｎ，“Ｉｎｄ１ｖ１ｄｕａ１Ｉｎｃｏｍｅ　Ｔａｘ　Ｐｒｏｖ１ｓ１ｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｅｖｅｍｅ　Ａｃｔ　ｏｆ

　　　１９６４
”，

〃〃ｏ〃舳Ｚ〆〃舳舳，１９６５，Ｍａｙ，ｐｐ
．２６５

　国内並課税の対象となる地域は主に西欧，カナダであり ，合衆国の主要な競争相手で

ある 。従来の軽課措置を継続するならぱ合衆国資本が今後も流出し，国内の投資資金を

圧迫するだけでなく競争相手の競争力を強化し，ドル危機回避にはマイナスでしかない 。

それ故，合衆国資金の海外流出を阻止し，国内投資に資本を供給することが必要なので

（１５０）
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ある 。さらに，海外諸国が合衆国で資本調達するのを抑制することを目的とした金利平

衡税の導入にも注意する必要がある 。

　短期キ ャピタルゲイソの課税強化は国内における資金移動の流れを変える役割を果た

している 。つまり ，短期的取引に普通所得並課税を行うことによっ て， 投機的資金移動

を抑制し，長期投資に資金の流れを変えようとするものである 。さらに不動産にも適用

されることにより ，企業の吸収合併を通じた利益追求行動を抑制し，資金をより生産的

投資に振り向げることを意図したのである 。

３　税制改革の全体的特徴

　上記１ ，２で示されたケネデ ィ税制改革は，法人税減税，個人所得税減税を通じ，国

内の経済成長を達成するだけでなく ，国際競争力を強化し ，基軸通貨ドルの価値を維持

するへく意図されたものといえる 。特に，産業構造の変化に規定されて ，製造業　　特

に鉄鋼，自動車　　と第３次産業とか重視される意図を持 っていた。さらに減税と同時

に提案された増税措置にしても成長を阻害するのではなく ，所得分配，資源配分の流れ

を成長に即した方向に変えることによっ て成長を促進しようとするものであ った。そし

て， これらが十分機能すれぱ，租税の本来の機能である財源調達機能もその効果を高め

るというのが政策当局の狙いであ ったのである 。

　しかし ，６０年代前半の特殊な経済構造を前提としたケネデ ィ税制改革は，同時にその

特殊な構造に制約されるのである 。

４． 税制尊革意図の制約条件

　減税政策が特に重視した鉄鋼，自動車産業は，第二次大戦後のアメリカを代表する産

業である一方，戦争による設備の廃棄が行われなか ったために，老朽設備を抱えた産業

でもあ った。また鉄鋼業においてはＵＳスティール，自動車産業においてはビ ッグ３杜

による寡占体制が確立しており ，コスト上昇を価格に乾嫁することによっ て高利潤をあ
　　　　　　　　　　　　　　３）
げることが容易な産業でもあ った。減価償却期間短縮や投資税額控除はこの様な老朽化

した設備を廃棄し，生産性の高い設備の導入を刺激し国際競争力を強化する目的を持 っ

ていたのであるが，寡占体制がもたらす高利潤は，企業に国際競争力というものを意識

させにくい。つまり ，ドル危機を意識する政策当局ほどに企業は国際競争力というもの

を意識しないのである 。そればかりか，利潤機会さえあればいつでも海外に流出するこ

とが可能である 。このことは５０－６０年代の合衆国以外の政府，企業が国際収支の動向を

（１５１）
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考慮せざるを得なか ったのとは対照的である 。国内におげる寡占体制とその利潤を拡大

させる減税政策は，結局当該産業を国際競争から保護することとなり ，国際競争力の強

化には余り効果を持たないと考えられる 。もちろん，自動車産業のように，既に小型車

競争のさなかにあ ったにも拘らず，高利潤を上げ売る大型車に固執したという企業の短

期的経営視点の問題点も忘れてはならない 。

　この様な国際競争力の低下は資本の海外流出を促し，ドル危機を深化させるだけでな

く， やがては企業の海外流出を促し，国内産業の空洞化をもたらし失業率を上昇させる

と考えられる 。この様な状況は，不可避的に国内における保護主義圧力を生みただし ，

貿易摩擦を激化させることになろう 。さらに産業空洞化は，国内における税源の縮小と

失業対策費の増加という彩で，歳入，歳出両面から財政を圧迫し ，財政赤字の構造化の

要因となろう 。

１）　Ｎｏｒｍａｎ　Ｂ　Ｔｕｒｅ
，“Ｔａｘ　Ｒｅｆｏｒｍ ，Ｄｅｐｒｅｃ１ａｔ１ｏｎ　Ｐｒｏｂ１ｅｍｓ” Ａ舳舳６伽１１；６０〃ｏ舳６ Ｒ舳〃ｚリ

，

　１９６３，Ｍａｙ

２）井上昭一［ＧＭの研究一アメリカ自動車経営史一』ミネルヴ ァ書房 ，１９８２，第５章参照 。

３）Ｗ．Ａｄａｍｓ，丁加３舳伽〃 げＡ舳７伽〃１〃伽り６ｔｈ．ｅ
ｄ．

，Ｍａｃｍｍａｎ，１９８２，Ｃｈａｐ．２，３

　（ｒアメリカの産業構造』第６版，金田重喜監訳，青木書店，１９８４，第２章，第３章）参照 。

結びにかえて

　本稿では次の諸点を明らかにした。まずＩでは，ケネデ ィ税制改革が前提としていた

６０年代前半合衆国経済の特殊な構造と減税の役割を明らかにした。つまり ，合衆国経済

は， ５０年代の製造業から第３次産業への産業構造の変化に規定され，ＧＮＰ拡大能力 ，

雇用吸収能力，税源拡大能力においても相対的 シフトを引き起こしていただけでなく ，

製造業における寡占体制が市場支配力を行使することによって，コストインフレ を引き

起こし易い構造に変化していた。さらに第二次大戦以降の政府海外経済 ・軍事援助を相

殺し国際収支均衡を保つ役割を果たした貿易収支黒字が，西欧 ・日本などが競争力をつ

げにるに従い縮小し，ドル危機を深化させていた。しかも ，最も国際競争力を持 ってい

た軍事製品輸出の拡大は政策的に行いうる性格のものではたく ，国内不況とトル危機に

直面した政策当局にとっ て， 従来産業の競争力強化によっ て局面打開を図る以外に道は

なか った。そこで，如何に自動車，鉄鋼という成熟産業の設備投資を拡大し ，インフレ

（１５２）
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を抑えながらの成長を達成するかが重要な課題とな ったのである 。しかし ，国際収支の

制約から金融政策はその機動性を失 っており ，財政政策が重要視され，とりわけ設備投

資を直接刺激する減税政策が中心的役割を果たすことにな ったのである 。

　ｎでは，この様な政策意図をもっ た減税提案の概要と議会の修正論議，および歳入法

の概要を明らかにした。政府提案は，減価償却期間短縮と投資税額控除，法人税減税に

よっ て製造業の老朽設備の廃棄と新投資の促進，国内産業構造の変化に合わせた第３次

産業の設備投資の拡大を同時に狙い，しかも個人所得税率の大幅引下げと概算経費控除

の導入によっ て消費需要を拡大させることにより ，インフレ なき経済成長を達成するも

のであ った。但し ，税率引下げの代替であ った特例措置の縮小 ・廃止および新投資税額

控除が議会の修正でその性格を後退させたために，歳入法の性格は経済成長促進機能は

保持しつつも課税の公平性を欠くと共に歳入 ロスを拡大させた 。

　皿では，税制改革の政策意図を減税措置と増税措置とに分け，両者が一体とな って成

長促進と国際競争力強化を意図していたことが明らかにされた。減価償却期間短縮と投

資税額控除がもたらす減税効果の産業間格差は，国内的には政策当局が競争力をつける

べく意図した自動車，鉄鋼に集中しただけでなく ，競争相手国の投資補助政策との格差

をも埋め，国内生産をより有利に導くものであ った。しかも ，同時に提案された海外所

得の国内並課税や短期キャピタルゲイン 課税の強化などの税制改正によっ て， 資金の流

れが国内の長期投資に有利に改正されたため，資金面でも国内の成長政策を支えする役

割を持 っていた 。

　しかし ，同時に国内における寡占体制を優遇したことは，政府の政策意図に反する要

素を内包せずにはおかない。つまり ，国内における寡占体制は市場支配力を行使するこ

とによっ て高利潤を確保できるがために，国際競争力に対する意識は希薄である 。その

ために政府が意図した新規設備投資に対するインセノティブは弱まざるを得ない。その

意味では，ケネデ ィ減税は寡占体制を国際競争から保護する役割を担う可能性を秘めて

いたといえる 。もしそうなれぼ，かえ って国際競争力は低下し ，ドル危機の深化をもた

らすであろうし，やがては企業の国外流出と産業空洞化を導き ，税源の縮小と失業保障

を中心とした財政支出の拡大を招き財政赤字構造化の要因となろう 。

　ところで本稿はケネデ ィ税制改革をそれが前提とした産業構造の変化との関連で分析

した。そこで次回は，税制改革論理それ自身の中に制約条件を作り出す要因が含まれて

いたのか否かを検討しなけれぼならない 。

（１５３）




